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Lは じ め に

行 政 特 権(executiveprivilege)nは;ア メ リ カ 法 上 の 概 念 で,ウ ォ ー タ ー

ゲ ー ト事 件 に 端 を 発 し た,UnitedStatesv.・Nixonに よ っ て わ が 国 に も

広 く知 られ る よ う にな った2)。行 政 特 権 と い うの は 「国 民,裁 判 所,議 会 に 対

原稿受領 日1984年1月17日 ＼

1)"executiveprivilege"は 従来 「大統領特権i」と訳 され るほうが普通で あ り,論 者

によって は 「執行権特権」(下 山瑛二 「アメ リカ憲法 におけ るr権 力分立 と法 の支

配』r執 行権特権』について 」下 山 ・高柳 ・和田(編)『 アメ リカ憲 法の

現代的展開2統 治 構造』1979年39頁 以下)と してい るもの も見受 け られ る。言 う

まで もな く,ア メ リカ において行 政の最 高責任者は大 統領であ り(ア メ リカ合衆国

憲法2条1節1項),"executiveprivilege"に 関 して もその権限と責任 は最 終的

には大統領に帰属す ることか ら,大 統領特 権とよんできた ことは理解で きるが,特

権を主 張できるのは大 統領 のみな らず省の長官 も含 まれ ること等を考慮 し,本 稿で

は文字通 り 「行政特権 」と した。

2)わ が国 にお ける行 政特権 の主 な研 究 と して は,ま ず その母国 で ある イギ リスの

CrownPrivilegeに ついて,伊 藤正己 「公 益 を理 由 とす る証拠 の排除」 兼子還

暦記念 論文集 『裁判法の諸問題 上 』1969年293頁 以 下,江 橋崇 「行 政秘 密の 裁判

上 の取 り扱い に関 して一CrownPrivllege法 理 の展 開 と教 訓 」(1)一

(4・完)法 学 志林73巻1号56頁 以 下 ・73巻3ニ4号112頁 以 下 ・74巻2=3号36

頁以下 ・75巻2号1頁 以 下が あ る。UnitedStatesv.Nixonを 素材 と した も

の と して,前 出海1・ 下 山論文,塚 本重頼 「アメ リカ合衆国最高 裁に よ る録 音 テー

プ提出命令」ジュ リス ト577号114頁 以下,長 内了 「大統領特権の 限界 一 録 音 テー
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して情報を秘匿しておく(withhold)行 政部の権能」3)であると,差 し当り言

うことができる。 この行政部の権能は,ア メリカ合衆国憲法に明文があるわけ

ではなく,そ の範囲 ・限界は,後 述のように明確ではない。行政特権の行使

態様 としては,裁 判所に対 して,民 事 ・刑事事件の審理に必要な情報に行使さ

れる場合と,議 会の国政調査権4)に 対 して行使 され る場合とがある。United

Statesv.Nixonは,刑 事事件における裁判所の審理との関係で問題となっ

たことから,こ の面での紹介や研究は比較的進んではいる。本稿では,従 来あ

まり関心がもたれて こなかった,議 会対大統領との関係を中心に検討すること

にす る。

II.行 政 特 権 の 概 略

"execuもiveprivilege"と い う言 葉が 使 わ れ だ した の は そ れ ほ ど 古 い こ と で

は な く,ア イ ゼ ンハ ワ ー大 統 領 の時 代 か らで あ る とい わ れ て い る5)。言 葉 に こ

だ わ る こ とな く,行 政 部 が 情 報 を秘 匿 す る権 能 とい う実 質 に 着 目す るな らば,

それ は各 大統 領 が 主張 して き た とい え る。 有 名 な例 と して,ワ シ ン トン大 統 領

は,連 邦 議会 調査 の最 初 の行 使 と され る,St.ク レイ ア ー将 軍 の イ ンデ ィ ァ ン

との戦 いで の惨敗 に関 す る1792年 の 調 査 の とき に は議 会 の情 報 要 求 に応 じたが,

その4年 後,イ ギ リス との ジ ェ イ条 約 の締 結 に関 して,下 院 が 記 録 書 類 を要 求

プ提 出 命 令事 件 」 別 冊 ジュ リス トr英 米 判 例百 選1公 法 』1978年66頁 以 下,大 野

盛 直 「ア メ リカ 大 統 領 の行 政 特 権 」西 南 学 院 大 学 法学 論 集8巻2=3=4号27頁 以

下 が あ る。 翻 訳 と して,イ ツバ ク ・ガ ル ヌ ー ル(編)日 本 政 治 総 合 研 究 所(訳)

『国 家 秘 密 と知 る権 利』1979年161頁 以 下 第8章 に バ ー ナ ー ド ・ シ ュ オ ル ツ 「ア メ

リカ ー 大 統 領 特 権 の 原 理 」 が 所 収 され て い る。

3)Schwartz,E忽 εc磁`oePr`ひ`Ze8θ α加[σoηgress`oπ αZ抗 θes翻9α直oリノPoω θr,

47CAuF.L。REv.3,3(1959).

4)ア メ リカ に お け る 国政 調 査権(Congressionahnvestigation)は,合 衆 国 憲 法上

に 明文 が あ るわ けで は な い が,含 意の 権 限(impliedpower)で あ る と され,植 民

議会 以 来行 使 され て き て い る。 ア メ リカに お け る 国 政 調 査 権 に つ い て,芦 部 信 喜

r憲 法 と 議会 政 』1971年78頁 以 下,拙 稿 「ア メ リカ にお け る国 政 調 査 権 の 機 能 に つ

い て」 早 稲 田法 学 会 誌30巻367頁 以 下 参 照 。

5)Randolph&Smith,翫 θc漉 ひθPr`ひ`Zθgeα πd古 んεGoηgrθss`oπ αZR`gん 古

o∫ ∫π⑳6rッ,10HARv.J.oNLEGIs.621,625-26n.22(1973).
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したのに対 しては拒絶 している。ただし,記 録書類を提出 しなかったのは,条

約に対する権限は大統領と上院にのみあり,下 院にはそのような記録に対 して

憲法上の権利はないとの判断に基づ くもので,そ の後記録書類は上院に提出さ

れている%

行 政 特 権 の主 張 は,歴 代 の大 統 領 が さ ま ざ まな形 で して き た が,ニ ク ソ ン政

権 下 に お い て は頻 発 され る傾 向 に あ った 。1973年3月 の ア メ リカ連 邦 議 会 図 書

館 の報 告 に よ る と,対 議会 関 係 で の 行 政 特 権 の主 張 は,1952年 以 来49回 で,こ

れ は それ まで 主 張 され た総 数 の2倍 以上 で あ り,と くに ニ ク リン大 統領 は就 任

以 来4年 間 で 少 な くと も20回 主 張 し,そ れ ま で の最 高 で あ っ た とい うη。

以 下,ア メ リカ の判 例 の 検 討,お よ び 本稿 に お いて 特 に 関心 のあ る司 法審 査

の 導 入 の 問 題 を 扱 うに 先 立 って,い くっ か の点 にっ いて 概 観 して お く こ とにす

る。

1.主 張 し うる者 。 一 行 政 特 権 を主 張 し うる 者 と して,ま ず 大 統 領 が あ げ

られ る が,さ らに は 問 題 とな っ て い る こ と に権 限 の あ る省 の 長 官 も主 張 で き る

と され て い る8)。た だ し,ケ ネデ ィー,ジ ョ ンソ ン,ニ ク ソ ン各 大 統 領 は,行

政 特 権 の主 張 に は,個 別 に大 統 領 の 承 認 を要 す る とす る こ とを表 明 して いた9,。

な お,独 立 行 政 機 関(independentagency)や 第 三 者 は行 政 特 権 を主 張 で き

な い と され て い る10}。

2.範 囲 。 行 政 特 権 の範 囲 と して 通 常 い わ れ る もの は,(1)軍 事 ・外 交

6)」 配.at629.

7)THEPREsENTLIMITsoF・"ExEcuTlvEPRIvlLEGE"(astudypreparedby

theGovernmentandGeneralResearchDivisionoftheLibrarγof

Congress,CoNG.REc。H2243-46(dailyed.March28,1973),c`伽g

Dorsen&Shattuck,Eκecω``uePr`o`Zεge,`ん εOoπ8re88α πdε んθ σoωrホs,35

0HloST.LJ.1,2-3(1974).

8)UnitedStatesv.Reynolds,345U.S.1,7-8(1953),

9)旋 αr加gsoπ 翫ec画oePr`ひ`Zεge'{翫 ε 、慨`航oZd読go∫ 珂brmα 君`oη

わ舛 んe翫 θC拐 琵ひθ わ⑳r`ん θ8砿bcomm.0π&Pαrα``0π(ゾPOω θrsO∫6んe

&π α`eComm.oπ`ん ε 諏(∫Zdαr飴92dcong.,1stSess.2-3(1971).

10)Rosenthal&Grossman,α)π8rθ8s`oπ αZAccθss`oσo顧 εdθηあαZ瓦.

メormα``oπCoZZec`εdわ)1Fε(∫ θrα置.Ageηc`es,15HARv・J・oNLEGIs・ 工・99n・

99(1977).

,
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秘 密,(2)秘 密 裡 の 情 報 提 供 者 か らの 報 告 書(reportsfromconfidential

informants),(3)調 査 資 料(investigativefiles),(4)政 府 の 決 定 や 政 策 が

形成 され る過程 で の,助 言,勧 告,お よ び 審 議 に 関す る政 府 内の 資 料 で あ るln。

この 範 囲 は,情 報 の 自由 に 関 す る法 律 工2)(以下rFOIA」 と 略 称)の 開 示 適

用 除外 の 全部 で は な い が,か な りの部 分 とオ ーバ ー ラ ップ して い る 。

3.1FOIAと の 関 係 。FOIA自 体 は,公 衆 が 各 行 政 機 関 に 情 報 の 開

示 を 求 め る もの で あ る か ら,行 政 特 権 と は 直 接 関 係 が な い 。 た だ し,FOIA

に は9種 の適 用 除外 が あ り,こ の こ と は裏 を か え せ ば,そ の範 囲 に お いて 秘 密

保 護 の機 能 を は たす 可 能 性 が あ り,適 用 除外 規 定 を楯 に と って,議 会 に情 報 を

秘 匿 す る お そ れ が あ る 。 そ こでFOIAに は,そ のC項 の 中 に 「本 条 は,

連 邦 議 会 に対 し情 報 の 非 公 開 措 置 を と る根拠 とな る もので はな い」13)こ とを 明

記 して い る。 論 者 の 中 に は 「この 規 定 に よ っ て,連 邦 議 会 は通 常 の 市 民 以 上 に

行 政 部 の 資料 に対 す る権 利 を持 って い る こ とを,暗 黙 の うち に 認 め て い る 」14)

こ と を 指 摘 す る 論 者 も い る 。 な お,EnvironmentalProtectionAgencyv.

MinkI5}に お いて は,連 邦 議会 議 員 個人 の 立場 と して 情 報 の 開 示 を 求 め た の に

対 して,FOIA上 の外 交 政 策 の ため の適 用 除 外 に あ た る と して 開 示 しな か っ

た,行 政 機 関 の判 断 を 支 持 して い る。 しか し,こ の 判 決 の 場 合 は,あ くま で

議 員 個 人 と して 訴 訟 を 提 起 して い る の で あ る16)。 議 院 や 委 員 会 の 場 合 に は,

11)Cox,Eκ εc磁`ひePr`ひ`Zθgε,122U.PA.L.REv.1383,1410(1974).な お,

Dorsen&Shattuck論 文 で は,A。 外 交 ・軍 事,B。 調 査 書 類 と 訴 訟 資 料,C.

行 政 部 内で の 助 言 に分 類 して い る(脇prαnote7,at24-33)。 行 政 部 内 で の 会 話

の み を行 政 特 権 とす る論 文(Note,翫eMε 砒 αrッαπdSZα`θsSecrε`sPr`o`Zθge'

Pro`εc琵oπ 」農)rεんθ1>d孟`oπ α`Sθc㏄r髭 ツor1㎞m㏄ π`εツ/or6ん θEκec㏄ おひe2,91

YALEL.J.570,572n.7(1982))も み られ るが,一 般 的 で は な い。

12)FreedomofInformationAct,5U.S.C.§552(1976).FOIAの 原

文 とそ の 邦 訳 と して,清 水 英 夫(編)『 情 報公 開 と知 る権 利 』1980年 所 収 り 資 料 参

照 。・

13)5U.S.C.§552(c).

14)」.HAM肛ToN,THEPowERToPRoBE:ASTuDYoFCoNGREssloNALIN.

vEsTIGATIoNs196(1976).

15)410U.S.73(1973).

16)82θDorsen&Shattuk,sωp戸 αnote7,at5.
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FOIAの 適用除外にあたるような ときで も,特 別の必要性を示せば,そ れ

を乗 り越えられる場合があるという立論 も十分成り立ち得よう17}。

III.判 例 の 検 討

ウォーターゲート事件は,行 政特権をめ ぐる判例形成の上で重要な契機となっ

た。対議会 との関係でも控訴裁判決が下されている。ここではウォーターゲー

ト事件前後の判例も含めて,紹 介および検討をすることにする。

A.UnitedStatesv.Reynolds艮8}

本 件 は,秘 密 の電 子 機 器 を テ ス トす るた め に飛 行 中 の 空 軍 機 の 墜 落 によ って,

民 間 人 で あ る 夫 を な く し た 婦 人 た ち が,連 邦 不 法 行 為 法(FederalTort

ClalmsAct)に 基 づ く賠償 を求 め た事 件 で あ る。 原 告 側 が 墜 落 事 故 の 調 査 報

告 書 の 提 出 を求 め た の に対 して,政 府 は,報 告書 は秘 密特 権 の対 象 に な る と し

て 提 出 を拒 否 したが,そ の か わ りに 残 存 乗 組 員 が 法 廷 で証 言 す る こと を提 案 し

て い た。 連 邦 地 裁,控 訴 裁 は と も に報 告 書 の 提 出 を命 じた 。

連 邦 最 高 裁 は,以 下 の よ うな 理 由で 控 訴 裁 判決 を破 棄 した 。 「事 件 に お け る

証拠 に対 す る裁 判所 の コ ン トロー ル は,政 府 の 恣 意 に 屈 すべ きで は な い」19)が,

軍 事 秘 密 の 開 示 に 対 す る政 府 の 秘 密 特権 の主 張 を判 断す る に際 して は,た とえ

判事 室(chambers)で,判 事 の み で行 な わ れ よ うと,裁 判 所 は,秘 密 特 権 の 主

張 を 受 け入 れ るか ど うか に 先立 ち,秘 密 と され る文 書 の 検 査(exalnination)

を 強行 しう る もの で はな い 。本 件 電 子 機 器 に は軍 事 秘 密 が 含 まれ て い る という

十 分 な可 能性 が あ るの に対 して,電 子 機 器 が 事 故 に関 係 して い る こ とを 示 唆す

るもの は何 もな く,残 存 乗 組 員 の 証 人 提 出 を 政府 が 申 し出 て い る こ とに よ って,

文書 提 出 の必 要 性 は 大 幅 に縮 減 して い る20)。

この事 件 は,判 事 室 で判 事 のみ の立 会 いで,秘 密 特 権 を主 張 され た文 書 の検

17)江 橋 ・前出注2・(四 ・完)24頁 参 照。

18)345U.S.1(1953).

19)1と 」.at9.

20)1d.at1041.
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査 を も結 論 と して は認 め なか っ た もの の,事 件 の 情 況,立 証 の仕 方 いか ん で は,

検 査 が 可 能 と な る こ と を 示 唆 して お り,後 のUnitedStatesv.Nixonに

連 な る先 駆 を な す もの と して重 要 で あ る 。

B.Nixonv.Sirica21)

コ ック ス特 別検 察官 は,コ ロ ンビア地 区連 邦 地 方 裁 判 所 に 対 して,ウ ォー タ ー

ゲ ー ト事 件 の大 陪審(grandjury)の 審 理 の た め に,ホ ワ イ ト ・ハ ゥス 内で の

会 話 を録 音 した テー プ の提 出 命 令(subpoenaducestecum)を 申請 した。 コ ロ

ン ビア 地 区連 邦地 方 裁判 所 シ リカ 判 事 は,判 事 室 で の 検 査(examinationin

camera)を す るため に,録 音 テ ー プ を提 出す るよ うに 命 じた22)。 そ こで,ニ ク

ソ ン大統 領 は 控 訴 し,ま た特 別 検 察 官 も,テ ープ を聴 取 す る際 に は,大 陪審 が

必 要 とす る部 分 は ど こで あ るか を 伝 え る ため に,自 ら立会 う必 要 が あ る と主 張

した 。

連 邦控 訴 裁 判 所 は,5対2で テ ープ の 提 出 を命 じ る地 裁 の判 断 を支 持 した 。

判 決 は,行 政特 権 が長年 にわ た って 司法 上 承 認 され て き た こ とを認 め なが らも,

「特 権 の 適 切性(apPlicability)に っ い て は,終 局 的 に 決 す る の は 裁 判 所 で あ

り,行 政 府で は な い」 と した23}。 そ して,大 統領 の会 話 は,行 政 部 内の 政策 決

定 過 程 を 効 果 的 にす る ため に,特 権 を もつ と推定 され るが,「 秘 密 保 持 の 公 衆

の利 益 を前 提 とす る この 特権 の 推 定 は,本 件 に お いて 特 別 検 察 官 によ って な さ

れ た,比 類 な く強 力 な 証 明 の前 で は 退 か ざ るを得 な い」 と述 べ た24)。大 陪審 に

お け る録 音 テ ー プ の必 要性 の証 明,お よ び大 陪審 が 有 効 に機 能 す る こ とに よ る

で 多 大 な公 衆 の 利 益 さ らに は会 話 の 内容 が もはや 秘 密 で は な くな
って い る こ と

を 考 慮 す るな らば,本 件 に お いて は,大 統 領 の一 般 的 特権 の主 張 は後 退 しな け

れ ば な ら ない,と した25)。

21)487F.2d700(D.c.cir.1973).本 件 の 紹 介 と して,塚 本 重 頼 「ウ ォ ー タ ー

ゲ ー ト事 件 に 関 す る録 音 テ ー プ 提 出命 令 」 書 斎 の 窓232号1頁 以 下 。

22)InreSubpoenatoNixon,360F.Supp.1(D.D.C.1973).

23)487F。2dat713.

24)』d.at717.

25)1d.at71748.
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本 件 にお い て 重要 な こ と は,行 政 特 権(判 決 文 にexecutiveprivilegeと

明 記 され て い る)の 存 在 は認 め な が ら も,い わ ゆ る大 統領 の 絶 対 的 裁量 は否 定

した こ とで あ る。 そ して,大 統 領 の会 話 の 秘 密 性 は 推 定 され ると しなが らも,

この 秘 密 保持 も終局 的 に は公 衆 の 利益 の ため の もの で あ るか ら,他 の公 衆 の 利

益 と比 較 し,後 者 の 利益 が よ り重 要 で あれ ば,推 定 は 後退 し,記 録 の提 出が 命

じ られ る と した。 この判 決 に対 して,ニ ク リ ン大 統 領 は上 訴 しなか った た め に,

行 政 特 権 に っ い て の 連 邦 最 高 裁 の 判 断 は,UnitedStatesv.Nixonま で 待

た な けれ ば な らなか っ た ので あ る 。

C.SenateSelectCommitteeonPresidentialCampaign

Activitiesv.Nixon26)

ア ー ビ ン上 院 議 員 を委 員 長 とす る大 統 領 選 挙 活 動 に 関 す る上 院 特 別 委 員 会

(以 下 「アー ビ ン委 員会 」 と略称)は,1972年 の 大 統 領 選 挙 に 関 して 生 じ た,

不 法,不 当,倫 理 に反 す る活 動 を 調 査 し,選 挙 過 程 を 保 護 す る新 立 法 の必 要 性

を決 定 す るた め に 設 置 され た もの で あ る2η。 委 員 会 で の証 言 で,す で に 証言 を

して い るデ ィー ン等 とニ ク ソ ン大 統 領 と の会 話 が,テ ープ に録 音 され て い る こ

とが 明 らか とな った 。 委 員 会 は,非 公 式 に大 統 領 か ら録 音 テ7プ を 入手 しよ う

と した が,成 功 しな か った の で,1972年 の大 統 領 選 挙 戦 で の 犯 罪行 為 を 調査 す

るため に,提 出 命 令(subpoena)を 発 し,大 統 領 と デ ィ ー ン との 会 話 を お さめ

た5巻 の 録音 テ ー プ の 提 出 を 求 め た。 ニ ク ソ ン大 統 領 は行 政 特 権 を 主 張 して 提

出 を 拒 否 した の で,委 員会 は,提 出命 令 の 強 制 履 行 を 裁 判 所 に 求 め た 。1973

年10月17日,連 邦 地 裁 は,法 律 上 の 事 物 管 轄 権(statutorysubjectmatter

jurisdiction)が な い と して,委 員 会 の訴 え を却 下 した28,。 委 員 会 は 控 訴 し た

が,上 院 が コ ロ ン ビア地 区連 邦 地 裁 に提 出命 令 に 関 す る司 法 管 轄権 を与 え る立

法 を した の で29},新 法 に則 した 判 断 をす る ため に,事 件 を 地 裁 に 差 し戻 した 。

26)498F。2d725(D.C.Cir.1974).

27)S2η α`e.RθsoZω琵oη60,93rdCon.,IstSess.§(a)(1973).
28)SenateSelectCommitteeonPresidentialCampaignActivitiesv .

Nixon,366F.Supp.51(D.D.C.]973).

29)Pub.L.No.93-190(Dec.18,1973).28U.S.C.§1364 .
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連邦 地 裁 は,司 法 判 断 適 合 性(justiciability)は あ る と した が,係 争 中 の 刑

事 事件 に 関 して,審 判 前 の公 開 が偏 見 を与 え る可 能 性 が あ る と して,委 員 会 の

訴 え を 棄 却 した30)。

バ ゼ ロ ン判 事 は ,控 訴裁 の意 見 と して,ま ず,大 統 領 の 会 話 は 推 定 的特 権 を

うけ,こ の 推 定 は,会 話 へ の ア ク セ スを 求 め る者 に よ る適切 な 公衆 の必 要 性 の

立証 に よ って の み 覆 さ れ う る と い う,Nixonv、Siricaで 示 め され た わ く組

を 採 用 し た31)。そ して,「 委 員会 の 立証 が十 分 で あ る か は,提 出 命 令 を発 せ ら

れ た 証 拠 物件 が,委 員 会 の責 任 あ る職 務 の 遂 行 に と って 決 定 的 に 重要 で あ るか

ど うか に か か って い る」32)と 述 べ た 。 行 政 部 の 活 動 を 監 督 し,腐 敗や 違法 行 為

が あ る か ど うか の 調査 を し,調 査 の 結 果 を 公 衆 の判 断 に 供 す る点 につ いて は,

下 院 司法 委員 会 が大 統 領 弾 劾 の ため の 調 査 を 開 始 し て い る の で,ア ー ビ ン委

員 会 が 録 音 テ ー プ の提 出を 求 め る必 要 性 は,議 会 全 体 か らみ れ ば,単 に 累 積

的 な もの(cumulative)で あ る,と す る33〕。 「調 査 し,公 衆 に情 報 を 提 供 す る

(inform)と い う権 能 の み に基 づ く録 音 テ ープ の 必 要 性 は,委 員 会 の 提 出 命 令

の強 制 履 行 を 正 当化 す る こ と はで きな い 。 … … 委 員 会 の 必 要 性 の 立証 が十 分 か

ど うか は,提 出 を命 じ られ た 物件 が,立 法 機 能 の 遂 行 に と って 重 要 か ど うか

にか か って い る」34,とす る。 しか し、 大 陪 審 の職 務 の 遂行 と,連 邦 議 会 の 立 法

作 用 と の 間 に は 明確 な 差 異 が あ る と して,「 立 法 部 の 委 員 会 に よ る事 実 の発 見

(fact-finding)は,ま ぎ れ もな く委 員 会 の 任 務 の 一 部 で は あ る が,立 法 部 の

判 断 は,通 常,過 去 の 事 件 の 正 確 な再 構 成 よ り も,提 起 さ れ た立 法 が どの よ う

な 結果 を生 じるか とか,政 治 的 に受 け入 れ られ るか に よ って い る。 連邦 議会 は,

審 議 に お いて 提 供 され た,相 対立 す る情 報 に基 づ いて しば しば立 法 す る。 そ れ

に 対 して,大 陪審 の 職 責 は,名 指 しされ た人 が 特 定 の 犯 罪 を 行 な った か ど うか

信 じ るに 足 る根 拠 が あ るか ど うか を決 定 す る能 力 にか か っ て い る」35)とす る 。

30)370F.Supp.521(D.D.C.1974).

31)498F.2dat729-30.

32)』d.at731.

33)1d.at732.

34)1d.

35)Id.
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本件が提起された後の状況,す なわち,ユ974年5月2日 に当控訴裁判決によっ

て,本 件で問題となっている録音テープの字訳が,一 部削除されて公開された

ことによって,立 法部の判断にとっての必要性は,実 質的にその基盤を失った,

とする36}。このように述べて,連 邦控訴裁は,連 邦地裁と理由付けは異なるも

のの,訴 えを棄却する結論は支持 したのであった。

アービン委員会は,連 邦最高裁に上訴 しなかったが,委 員会の最終報告書に

は 「裁判所が述べているように,判 決はr本 件の特殊事情』によっており,立

法部の委員会が将来において,大 統領の会話に関する資料を得ることを必ず し

も妨げるものではない」37)と記されているのが注 目される。

D.UnitedStatesv,Nixon38}

ウ ォー タ ーゲ ー ト事 件 の 審 理 を 担 当 し た コ ロ ン ビ ア地 区連 邦 地 裁 の 大 陪審

は,司 法 妨 害 等 の罪 で ミッチ ェル 前 司 法 長官 以 下7名 の起 訴 を 決 定 した 。 ジ ャ

ウ ォ ス キ ▽特 別 検 察 官 は 公 訴 を 維 持 す る た め に,連 邦 刑 事 訴 訟 規 則(Federal

CriminalProcedureRule)17条C項 に 基 づ き,コ ロ ン ビ ア 地 区 連 邦 地 裁

に対 して,ニ ク ソ ン大 統領 を相 手 ど って,大 統 領 が 補 佐 官,顧 問 達 とか わ した

会話 の 録音 テ ープ,メ モ等 の提 出命令 を申 請 した。 連 邦 地 裁 シ リカ 判事 は,テ ー

プ等 を 提 出 せ よ との命 令 を 発 した。 そ こで,ニ ク ソ ン大 統 領 は行 政特 権 を主 張

して 提 出 命令 の 取 消 しを 申立 て る とと もに,先 の 大 陪審 に お いて,ニ ク ソ ン大

統領 を 「起訴 され ざ る共 謀 者(anunindictedcoconspirator)」 と指 摘 した こ

との 取 消 しを 求 め た。 この2点 にっ い て シ リカ 判 事 は棄 却 した の で(377F.

Supp.1326),ニ ク ソ ン大 統 領 は控 訴 したが,特 別検 察官 は 事 件 を 早 急 に解 決

す る必要 性 を考 慮 して,控 訴 裁 判 決 前 の 事 件 の 受 理 を 最 高裁 に求 め,ニ ク ソ ン

36)∫ と!.at733.

37)SENATESELEcTCoMM.oNPREsIDENTIALCAMPAIGNAcTlvlT五Es,FINAL
'

REpoRToNCAMPA正GNAcTlvlT正Es,S.RERNo.93-981,93dCon&,2d

Sess.'1083(1974),c漉 π8J・HAMILToN,&↓prαpote14・at96・

38)4i8U.S.683(1974).朝 日 ジ ャ ー ナ ル 臨 時 増 刊(1974年9月1日 号)132頁 以

下 に は 本 件 の 全 訳 が 掲 載 さ れ て い る 。 ・
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大統領 も大陪審が起訴されざる共謀者としたことにっいて,同 じく控訴裁判決

前の事件の受理を求め,最 高裁はこれ ら申立を受理 した。論点はいくっかにわ

たるが,大 統領の秘密特権の主張にっいての判断を中心にみていくことにす る。

連邦最高裁は8名(レ ーンキス ト裁判官は不関与)全 員一致で,地 裁の提出

命令は相当であるとして支持 した。判決は,大 統領の秘密特権にっいての判断

権が裁判所にあるとして,次 のように述べる。「大統領の弁護人 は,大 統領の

会話全部に対 して秘密にする絶対的特権を与えていると憲法を解釈している。

しか し,当 法廷の多 くの判決は 『何が法であるかを述べるのは,断 じて司法部

の領域であ り,義 務である』とい うMarburyv.Madison(1Cranch137

(1803))の 判旨を明確に再確認してきた。……各部門は他の部門に敬意を払わ

なければならないけれども,連 邦憲法3条1節 によって与えられたr合 衆国の

司法権』は,大 統領が司法部と拒否権を分ち合い,連 邦議会が大統領の拒否権

を無効にする権限を司法部と分ち合うことができないのと同様,行 政部 と分 ち

合 うことはできない。これ以外のいかなる結論も,三 権分立の基本概念と,三

部門からなる政府という考えから出てくるチェック ・アンド・バランスに反す

ることになろう。よってわれわれは,本 件において提起 された特権の主張に関

して 『何が法であるかを述べること』は当法廷の領域であり,.義務であること

を再確認す る」 と39)。

判決は,大 統領側が主張した絶対的特権の根拠である,職 務⑱遂行に際 して

の政府高官と彼らに助言や援助を与える者 との会話を秘密にする必要性につい

'て
,次 のように述べ る。この秘密の重要性はあまりにも明白で 「人間の経験の

しロ

教えるところによれば,自 己の発言が世間に流布されることを予想する者は,

体裁をつくろい,政 策決定過程を犠牲にしてまでも自己の利益を求めるために,

率直さを調整 して しまうのは,も っともなことである。合衆国憲法2条 の権能

の行使に際しての大統領の会話の秘密特権の性質がどのようであれ,そ うした

特権は,憲 法上の義務を割 りあて られた領域における各部門の最高性から引き

出されるということができる。ある種の権能や特権は,憲 法上列挙された権能

39)Id.at704.
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の性質か ら出て くるものであり,大 統領の会話の秘密の保護もこうした憲法上

の根拠を持っ」と40}。しか し判決は,こ のような秘密保持の必要性,さ らには,

大統領側があげていた第2の 理由である権力分立の原理も,「ただそれだけで

は,あ らゆる状況のもとで,司 法過程か ら免責する,絶 対的,無 制約な大統領

の特権を支持するものとすることはできない」とする41)。

さらに判決は,Nixonv.Siricaの わ く組みを採用 して,次 のように述べ

る。「Nixonv.Siricaに おいて,連 邦控訴裁判所は,大 統領の会話はr特

権を持つと推定される』と判示 し,こ の立場は本件における両当事者によって

受け入れられている。……しか し,こ の推定的特権は,法 の支配に対するわれ

われの歴史的かかわりあい(historiccommitment)に 照 らして考慮しなけれ

ばならない。……本件においてわれわれは,大 統領の職責の遂行に際して,大

統領の会話を秘密にす る一般的特権の重要性と,そ のような特権によって刑事

裁判の公正な遂行が侵害されることを,衡 量 しなければならない。秘密保持に

よって得 られる利益は,確 かに重要であり,多 大の敬意を払 うに値する。 しか

し,話 の内容を明らかにすることが刑事裁判で要求される可能性があるからと

いっても,補 佐官たちが,め ったに明らかにされる機会などないのに,発 言内

容の率直さを調整するであろうと結論付けることはできない」 と42}。

以上のように述べて判決は,「刑事裁判に使用するため提出命令の出た資料

にっいて,特 権の主張の根拠が,秘 密保持の一般的利益にのみ基づいている場

合には,刑 事裁判の公正な遂行に基本的に要求される法の適正な手続に優先す

ることはできない。特権の一般的主張は,係 争中の刑事裁判における,立 証さ

れ特定された証拠の必要性に屈 しなければならない」43}と結論付けた。

本件最高裁判決は,そ の判決文にわざわざ注記したように44},刑 事事件の文

脈における秘密特権の主張に関するものであり,民 事事件(civillitigation)

40)1と 」.aも705-06.

41)』d.at706.

42)』d.at708-12.

43)Id.at713.

44)五d.at712n.19.
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や議会 との関係での特権の主張に関するものではない。 しかし,フ ロインド教

授も述べているように,大 統領の裁量による一般的特権の主張をしりぞけ,開

示による国家利益の損失と,情 報の必要性とを比較衡量するという手法を採用

した点は,最 高裁の判断として広い影響力を持つといえよう45〕。

E.SunOilCompanyv.UnitedStates46)

民 事 事 件 と の 関係 で行 政 特 権 を 扱 っ たの が本 件 で あ る。 事 案 は,石 油 お よび

ガ ス の試 掘 をす る ため に,政 府 か ら沖 合 を賃 借 して い た会 社 が,合 衆 国 政 府 に

対 して,試 掘 台(drillingplatform)の 建 設 を許 可 しな い の は,契 約 違 反 で

あ り,法 の適 正 手続 な しに 財産 を収 用 す る もの で あ る と訴 え た 事件 との 関 連で,

文 書 の開 示(discovery)を 求 め た もの で あ る。 開 示 を求 め られ た 文 書 は,ニ

ク ソ ン氏 が 大 統 領 の と き に,大 統 領 に あ て られ た覚 書 と大 統 領 の 顧 問 達 の 間 で

取 り交 わ され た 覚 書 を その 内 容 と して い た。 これ に 対 して,ニ ク ソ ン氏 が 前大

統 領 と して 行 政 特 権 を 申 し立 て た もの で あ った。

合 衆 国 請 求 裁 判 所(UnitedStatesCourtof.Claims)は,原 告 の 開 示

の 申 立 を 支 持 した 。 判 決 は ま ず,UnitedStates
.v.Nixonを 取 り上 げ,そ

こで最 高裁 は大 統 領 の秘 密 特 権 は刑 事 事 件 にお い て 絶対 で は な い と述 べ た が,

この こ とは 民 事事 件 に もあ て は ま る と して,「 開示 を求 め る訴 訟 当 事 者 の 立 証

責 任(burden)は よ り重 い か も しれ な いが,同 種 の 比較 衡量 の手 続 は,民 事 事

件 に お け る現 職 の大 統領 の特 権 の 主張 に対 して も適 用 さ れ う る と考 え る。 そ こ

で,な お さ ら(α メo而orD前 大統 領 に よ って 主 張 され た 特 権 の 主 張 は,そ の

主 張 が 行 政 特 権 ま た は 大 統 領 特 権(executiveorpresidentialprivilege)

と呼 ば れ よ うと,絶 対 的で は あ り得 な い」 と述 べ る47)。「原 告 は,大 統 領 ま た

は ホ ワイ ト ・ハ ウ ス の ス タ ッフ の だれ か が,試 掘 台 設 置 の 申 請 を し りぞ け,し

か も証 明 され た な らば 訴 訟 を 決す るで あ ろ う,許 され ざ る,他 事 考 慮 の(ex-

45)Freund,7ゐe8αprθm(】oμr`,ヱ973『 εrm,Forθ ωor(∫'0彫Pre8`deπ 琵αZ

Pr`ひ漉gε,88HARv.L.REv.13,35-36(1974).

46)514F。2dIO20(Ct.C1.1975).'

47)』d.at1024.
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traneous),政 治的等々の理由からそうしたことを,そ れ らの文書が究極的に

証明することができるであろうということを,原 告は信 じたと思われる。原告

らには,こ のことを立証する資格があり,前 大統領が特権を主張 しうると仮定

して も,特 権の一般的主張は,開 示に訴えることによって事実を引き出す原告

の必要性にまさりうるものではない」 と述べて48},文 書の判事室での検査を認

めた。

本件によって,裁 判所は刑事のみならず民事において も,大 統領の特権は絶

対ではないことを認めたことになり,行 政特権を扱 うに際しての比較衡量の手

法は,裁 判所の確立されたアプローチとなってきていることを示 している。

IV.司 法 審 査

A.司 法審 査 の 適 否

1970年 代 にな って,ウ ォー ター ゲ ー ト事 件 が 発 生 す る まで は,議 会 か らの情

報 要 求 に 対 す る大 統 領 の 拒否 を,司 法 上 の 問題 と し,い わ ば 司法 の 手 を借 りて

議 会 の 要 求 を実 現 させ よ う とい う主張 は ほ とん どみ られ なか っ た。 か つ て ラー

ニ ド ・ハ ン ド裁 判 官 は,ア イ ゼ ンハ ワー大 統 領 が,軍 の 士 官 に対 して 上 院 の小

委 員会 に 証 拠 の 提 出 をす る こと を拒 絶 す る よ うに 命 じ,論 争 を呼 ん だ 事件 を,

司 法 審 査 に適 さな い事 例 の一 つ に あ げた49,。 また ヤ ンガ ー教 授 は,1959年 に発

表 され た論文 に おいて 「行 政 秘 密 は 行 政 府 の裁 量 に お い て(atthediscretion)

採 用 し う るの で あ り,裁 量 の行 使 につ いて は政 治 的 な 異 議 申立 を 受 け るにす ぎ

な い」50)と述 べ て い る。 この よ うな主 張 は,マ ッカ ー シ ー 上 院 議 員 の 過 乗 な 調

査(fishingexpeditionと しば しば表 現 さ れ る)に 対 す る反 省 を反 映 した,当

『時 の 一 般 的 見解 とみ る ことが で き よ う
。

そ もそ も司法 審査 とい う こ とで は,議 会 が 侮 辱 処 罰 権(contemptpower)の

48)、匹d.at1025.

49)L.HAND,THEBILLoFRIGHTs17-18(1958).ラ ーニ ッ ド・ハ ンド(著)

清水 望=牧 野力(共 訳)『 権利 章典』1960年22頁 。

50)Younger,σoπgrθss`oπ αZ1π ひθs``gα`εoπsαπ(1Eκ θc砒`oeSθcrθcッ,盛

8勧dy`π 〃Lθ8epαrα翻oηoゾPoωers,22U.PITr.L.REv755,780(1959).
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行使に瞭して,情 報提供の要求が正当なものであるかどうか裁判所によってテ

ス トされることが考えられる。アメリカ連邦議会は2種 類の侮辱処罰の方法を

持っている。まず1つ は,証 言や文書提出を命じたのに拒絶した者を,議 会警

察(sergeantatarms)に 逮捕させ,議 会内の留置場(Capitolguardroom)

かコロビァ地区の刑務所に拘禁することである5D。 この場合には人身保護令状

(writofhabeascorpus)の 請求に対する裁判の中で,議 会の要求の合理性が

審査される。 もう1つ は,「議会のいずれかの議院の権限に基づいそ,い ずれ

かの議院の前,ま たは議会の両院の合同あるいは一致 した決議によって設立さ

れた合同委員会,ま たは議会のいずれかの議院の委員会の前で,調 査事項に関

して証言をなしまたは文書を提出するために証人 として召喚されている者が,

故意に欠席 し,ま たは出頭はしたが,調 査中の問題に適切な質問に答えること

を拒絶する場合には,軽罪となし,1000ド ル以下100ド ル以上 の罰金および1

月以上 工年以下の普通監獄における拘禁に処せ られる」52}という,制 定法上の

ものである。 この場合には,刑 事訴追の過程で,議 会の要求が適切であったか

どうかが争われることになる。

侮辱手続を行政特権をめぐる争いの解決の糸口にしようとすることに対して

は,し か しながら,問 題があることが指摘 されている。問題点としては,大 統

領に議会警察を派遣したり,刑 事侮辱手続に処す ことは好ましくないこと,政

府高官,さ らにはその命令に従っているにすぎない下の官吏にさえも同様に不

適切であろうこと,さ らに刑事事件,人 身保護事件では個人の人身の自由が問

題 となるが,そ こでは連邦議会の権能を厳格に解釈 しがちであること等があげ

られている53}。

そこで,直 接に文書提出の要求を裁判所の手を借りて実現 しようとし,先 に

検討 したよ うに,SenateSelectCommitteeonPresidentialCampaign

51)イ ギ リス 国会 の制 度 を継 受 し た もの と い わ れ,Andersonv.Dunn,6Wheate

204(1821)に お いて 連 邦最 高 裁 に よ って 認 め られ て い る。

52)1857年 の 制 定 で,現 在 で は2U.S。C.§192(1970)に お さ め られ て い る 。

InreChapman,166U.S.661(1897)で 合 憲 と され た。

53)S壱eJ.HAMILToN,sμprαnote14,at198.
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q

Activitiesv.Nixon判 決 が 出 るま で に 至 っ た 。 しか し,こ の よ うな 議 会

と大 統 領 が 衝 突 した場 合 の 解 決 は,司 法 に委 ね る よ り も政 治 過 程 によ る ほ うが

よ い と い う見 解 も根 強 い54)。確 か に,政 治 過程 に ま かせ る こ とに よ って 柔 軟 な

解 決 を はか る こ とが で き,議 会 側 の 対 抗 手段 と して,行 政 部 に よ って 欲 せ られ

た 法 の制 定 を拒 絶 した り,政 府 支 出金(appropriation)を 充 当 しな か っ た り,

大 使 や 政 府 の 高 官 の 承 認 を拒 否 す る こ と等 が あ る。 しか し,問 題 点 も指 摘 され

て い る。 あ る論 者 は,政 治 過 程 に まかせ た の で は行 政 特 権 の 問 題 それ だ け を取

り上 げ,そ の 理 非 曲 直(merits)を 問題 に し,議 論 す る ことが 難iしい こと,議

会 が 有 用 な 計 画 の 資 金 を けず る こ とに よ って 対 抗 し よ う とす る と公 衆 の 利 益 が

損 わ れ る こ と,当 事 者 は 自分 自身 の 事件 を解 決 で き ない と い うの が 英 米 法 の核

心 で あ り,両 部 門 は そ れ 自身 の権 能 の 限界 を判 断す る資 格 が ない こ と,議 会 と

行 政部 の争 い は連 邦 政府 に お け る 憲法 上 の 権 能 の微 妙 な 均 衡 に 関 す る もの で あ

り,両 当事 者 は他 の 利益 との バ ラ ンス維 持 に適 切 な 敬 意 を 払 う こ とが 期待 で き

な いこ とをあ げ る55)。また,政 治 過 程 の 中 で得 られ た情 報 は正 式 に記 録 されず,

他 の議 会 の メ ンバ ー ま た は公 衆 に よ って 安 定 した形 で は 利 用 で き な い こ とを指

摘 す る論 者 もい る56)。

司法 審 査 の 適 否 を 論 ず る に際 して,利 用 可能 な判 断基 準 が 存在 す る のか ど う

か検 討 して お く必 要 が あ る。 この点 にっ いて,議 員 定 数 訴 訟 に お いて 平等 な代

表 の基 準 を作 り出す 困 難 さ に比 べ て,行 政 特権 の及 び う る限 界 を画 定 す る こと

は さほ ど困 難 で は な く,「 直 接 的 関係 者 と公 衆 一 般 双方 に対 して,開 示 か ら生

じる利 益 と害 悪 が 衡 量 され な けれ ば な らな い が,大 陪審 か ら求 め られ た証 拠 に

関 して この こ とが で き る な ら,裁 判 所 は ま た連 邦 議 会 か ら求 め られ た情 報 に 関

して も可 能 な の が 当 然 で あ る」 とい う見 解 が あ る5η。

54)8θ θe.g.,Henkin,Eκ θc協加ePrε ひ`Zθge∴砿r.Nε コじoπLo8θsb麗 仇εPrθsム

dθπcッLαrge砂Preひ α齢,U.C.L.A.AL.REv.40,43(1974);McKay,

σoπ9「θss`oπαZIπりθs琵9α翻oηsαη(1εんθSωpremε σoμrε,51CALIFL.REv.

267,287-88(1963);BishoP, ,跣e1砒ec㏄ 認ひθ3R69ん`o/Pr6ひ αc=ソ'Aπ

こノ海rεso!ひθd「Cblz3`記ω翻01zαZ@ε ε彦`07τ,・66YムLEL・J・477,491(1957)・
、

55)Rosenthal&Grossman,sαprαnote10,at661.

56)Dorsen&Shattuck,sωprαnote7,at23.



104 商 学 討 究 第34巻 第4号

しか し,こ の問題はさほど簡単ではないように思われる。ここではコックス

教授の見解を取り上げてみよう。 コックス教授は次のように述べ る。「特殊 な

関係において秘密を守 る公衆の利益と,司 法手続において特定の証拠の必要性

とを比較衡量するのに裁判所は慣れている。 しか し,連 邦議会の立法上の必要

性と,他 の公衆の利益とを比較衡量する経験は持っていない。……上院または

下院が行政部内の会話を入手する権能と,大 統領がそれらを秘密にしておく権

能にっいて,拘 束力のある限定をすることは行政部と立法部相互の政治権能と

効力に重大な影響を与えずにはおかない。……私は,司 法手続を通 じてなされ

た行政特権の主張によって提起された問題と,議 会の要求に対する行政部によ

る拒絶によらて提起された問題との間には明確な差異があると考える。この差

異は,立 法部と行政部との争いを裁判す るための使用可能な基準(workable

criteria)を 発展させる裁判官の能力に若干の疑問をいだかせる」と58)。さら

に 「裁判官自らが采配を振る審理において特定の証拠の必要性を判断すること

は裁判官にとって難 しいことではないが,行 政部の秘密の必要性と資料を検討

す る議会の委員会の必要性 とを衡量することは,裁 判所にとって当惑させ られ

ることであり,困 難なことでもあると思 う」59)と述べ る。客観的な基準のない

ところでは,政 治的帰結(politicalconsequences)が 判決を左右 し,「裁判

所に管轄権を与える提案は,立 法部 と行政部 との力の均衡をめ ぐるあからさま

な政治闘争に司法部を巻き込もうとする立法部の努力とみられる」と述べる60,。

過去からのみ判断す ると,議 会に対する行政特権の問題は政治過程での帰趨に

まかせたほうがよいとする6n。 しかし,昨 今の展開においては,行 政部に対 し

て情報の提供を強制する連邦議会の権能を強化する必要があるとして,次 の三

っの理由をあげる62}。まず第1点 は,大 統領の権力が肥大 したことであり,そ

57)1d.at38-39.

58)Cox,suprαnote11,at1425-26.

59)1と1.at1428-29.

60)』d.atI430.

61)」 西d.atl432.

62)、 耐.at1432-34.
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れに比 し,現 代世界で行政部に対する立法部の専制の危険はほとんどないこと

である。第2点 は,行 政特権の主張が頻発され るようになったことである。第

3点 は,今 日政府秘密をいかに扱うかは重要な問題であり,議 会の調査権がひ

んぱんに行使されることによって,国 民に対する関係でも必要な情報を提供す

る手助けになることである。そこで 「理想 としては,情 報が調査中の問題に関

連があり,憲 法上の管轄事項を含めて提出命令を発 している院の管轄内にある

.な らば,立 法部の権利は行政部の拒否を押 し切 る上院または下院の投票がなさ

れた,.すべての場合におし及ぼされるべきである。……両院のどちらかが情報

を要求する投票による決定をしたならば,大 統領はそれを秘匿する憲法上の権

利を持つべきではなく,司 法部は,関 連性と管轄事項かどうかの問題を決する

ことを除いては,投 票によって決定された要求を審査すべきではない」63}と述

べ る。

使用可能な判断基準を発展 させ る裁判所の能力に対する疑問から,裁 判所が

一貫して採用しているバランシング・アプローチとは異なるアプローチの仕方

をコックス教授が提案しているのは,注 目に値するであろう。

B.司 法審査上の検討点

議会の情報要求に対する行政特権による拒否の問題を,司 法審査によって解

決 しようとする場合,本 案の内容にまで立ち入った判断をもらうまでには,い

くっかの障害を乗 り越えなければならない。この点アメ リカにおし.・てどのよう

に議論されているのかを検討 しておくことは,わ が国の問題を考える場合にも

参考になるものと思われる。以下述べることは,そ れぞれに司法審査上の重要

かつ困難な問題であり,本 稿では議会と行政部が情報要求をめぐって衝突した

場合にどのように考えられるのかを概略的に検討するにとどめざるを得ない。

1.jurisdiction.一 連邦裁判所が審理 に入 るには,制 定法上の事物管轄

権(subjectmatterjurisdiction)が なければな らない。アー ビン委員会が

訴訟を提起 してまず最初に蹟いたのがこの点であった。アービン委員会が依拠

63)1d.at1434.
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しよ う と した の は,(1)28U.S.C.§1345,(2)28U.S.C.§1361,(3)5.

U.S.C.§ §701-706(AdministrativeProcedureAet),(4)28U.S.C.§1331

で あ った。 コ ロ ン ビア地 区連 邦 地 裁 シ リカ判 事 は,そ れ ぞ れ に対 して,(2)連

邦 議 会 の 法 律 に よ って 授 権 され る の で な けれ ば合 衆 国 の 名 に お いて 訴 訟 を提 起

で きな い こ と,(2)職 務 執 行 令 状(mandamus)を 許 す 本 法 に お いて,議 会 に

情 報 を提 供 す る義 務 は大 統 領 の 行 政 上 の 義 務 で は な い こ と,(3)大 統 領 は行 政

手 続 法 の い う 「行 政 機 関(agency)」 で はな い こ と,(4)10,000ド ルが 問題 に は.

な って い な い こ とか ら,事 物 管 轄 権 が な い と して 訴 え を 却 下 した64}。 しか し管

轄 権 の 問 題 は,そ も そ も議 会 自 らで 決 着 をつ け う る問 題 で あ る。 ア ー ビン委 員

会 は 当初,連 邦 議 会 の ど ち らか の 院,委 員 会 また は小 委 員 会,両 院 合 同委 員 会

(jointcongressionalcommittee)に よ る行 政 部 に対 す る提 出 命 令 の 強制 履 行

を 求 め る訴 訟 の 管 轄 権 を,連 邦 裁 判 所 に 認 め る法 案 を 用 意 した。 しか し,こ れ

で は あ ま り に広 範 にな りす ぎ る と い う反 対 が,上 院 議員 の 一 部 にあ った ため に,

ア ー ビ ン委 員 会 にの み 限 る法 案 に 切 り替 え65〕,1973年10月lg日 に成 立 した661。

こ こに,ウ ォ ー タ ーゲ ー ト事 件 に 関 す る限 りは,管 轄 権 の 問題 は 立 法 的 に解 決

、を み た の で あ った 。

2.caseorcontroversy.一 ア メ リカ 合 衆 国 憲 法3条2節1項 は 司 法 権

が 及 ぶ た め に は,"baseorcontroversy"(「 事件 ・争 訟 」)で あ る こ と を 要 求

して い る。 そ こで,ア メ リカ合 衆 国 政府 内 の 争い は,同 時 に原 告 と被 告 忙 な る

こ と はで き な い とい う原 則 に反 す るの で は な い か が 問 題 とな る。 今 日,行 政 部

内 の 異 な っ た機 関 間の 争 い が 訴 訟 と して 成立 す る場 合 も認 め られ て お り,さ ら

に行 政 と立 法 の権 能 の 限 界 問題 が争 わ れ る こ とに な る の で,具 体 的 な対 立 性 が

あ る こ とが 指 摘 さ れて い る67}。

64)366F.Supp.51(D.D,C.1973).

65)&eJ.正IAMILToN,sωprαnote14,at206.

66)28U.S.C.§1364.

67)R.BERGER,ExEcuTlvEPRIvlLEGE:ACoNsTITuTIoNAL・MYTH313-20(1974).

本 書 の 紹 介 と して,『 ア メ リカ 法 〔工976-2〕 』232頁 以 下(阪 本 昌成 担 当)。 な お,本

書 は行 政 特権 を 研 究 す るに は必 読 の書 で あ るが,「 彼 の 議 論 を して い る諸 問 題 の 描 写

は 全 く一 方 的 で,ミ ス ・ リー デ ィ ン グ」 で あ る と い う 批 判(Sofaer,Booん
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3.standing.-standing(原 告 適 格)の 問 題 は 「公 法(publiclaw)の

全 領 域 に お け る 最 も無 定 形 な(amorphous)概 念 の1つ 」68)であ り,そ れ は

caseorconもroversyやjusticiabilityと も絡 み合 って くる ことか ら,問 題 を

な お い っそ う複 雑 に して い る。standingの 問 題 に立 ち 入 って 検 討 を 加 え る こ

とは で きな い が,本 稿 の 関心 か らい え ば,い ず れ にせ よ 「議 会 の権 能 に対 す る

行 政 部 の侵 害 で あ る とい う訴 え に っ いて の議 会 の"standing"に 関す るあ らゆ

る疑 問 は,立 法 によ って 解 決 が っ く」691ので あ る。 先 に 述 べ た,連 邦 裁 判 所 に

管 轄 権 を与 え る ため の 法 は また,委 員会 に 訴 訟 を提 起 す る ため のstandingが

あ る こ と を規 定 し,問 題 の解 決 を 図 って い る70,。

4。politicalquestion.-caseorcontroversyとstandingの 要 件 が

備 わ って いて も,politicalquestion(政 治 問 題)で あ る と な る と 司 法 判 断 適

合 性(justiciability)は な い こ と に な る。politicalquestionは,問 題 の 解

決 を司 法 に よ る よ り も,立 法 や行 政 の 政 治部 門 に委 ね た ほ うが よい とい う もの

で あ る。 バ ース 氏 は,「 行 政 部 と立 法 部 の 争 い に 関す る限 り,裁 判 所 は,こ れ

は性 質 上 政 治 的 で あ り,従 って 司 法部 に よ る裁 判 に な じま な い もの で あ る と全

く正 当 に 見 な して きた」71)と述 べ て い る。 しか し,ウ ォー タ ー ゲ ー ト事 件 が 発

生 す る まで は,議 会 か らの行 政 部 に対 す る情 報 要 求 に つ い て は,裁 判 所 が これ

を扱 った ケ ース は な く,politicalquestionの 概 念 は歴 史 的 に 流動 的 な面 を も

っ こ とを考 え るな らば,こ の見 解 は 当時(1950年 代)の 傾 向 を 表 わ して い る に

す ぎ な い もの と評 しえ よ う。

Rε ひ`eω,88H舐v/LREv.281,291(1974))も あ る。ソ ウ ファー教 授 に 対 す る

反 論 と して,Berger,翫 θcω`6ひePr`u`陀9e'.4R¢p砂 めPrqルs80r8q加 θろ

75CoLuM.L.REv.603(1975)が あ る。

68)Flastv.Cohen,392U.S.83(1968).

69)R.BERGER,8ωprαnote67,at326.な お,Dorsen&Shattuck論 文 は
,

Bakerv.Carr,369U.S.186(1962)を 先 例 と して 引 きな が ら ,「 議会 の 活動

に必 要 な情 報 を行 政 部 が 秘 匿 す る こ とは議 会 の機 能 に対 す る妨 害 で あ るか ら,議 会

の委 員 会 のstandingを 確 立 す る た め の 十 分 な 『個 別 的 な 利 害 関 係(persona工

stake)』 を構 成 す る」 と して い る(錫 ρrαnote7 ,at36).

70)SeθJ.HAMILToN,s防prαnote14,at206.

71)A・BARTH・GovERNHENTBYINvEsTIGATIoゴ1字(1曾55) .
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SenateSelectCommitteeonPresidentialCampaigllActivitiesv.

Nixonに お い て は,控 訴裁 判 所 の意 見 を 代 表 した バ ゼ ロ ン判 事 は,political

questionに つ いて は特 にふ れ て いな い が,ウ ィル キ ー 判 事 は 同 意 意 見(con-

curringopinion)の 中 で,「 私 自身 の分 析 にお い て は,論 理 的 に 最 初 に く る帰

結 は,憲 法上 の権 力 分立 の原 理 に よれ ば,こ こで の 問 題 はpoliticalquestion

で あ り,司 法判 断 に 適 さな い とい うこ とで あ るべ き で あ る」72,と述 べ て い た 。

他 方,地 裁 の ゲ セ ル 判 事 は,rBakerv.Carr,369U.S.186(1962)は,

"politicalquestion"の 存 在 を 決 め る た め の 基 準 を 設 定 して い る が
,こ れ ら

の基 準 に照 ら しあ わせ る と,こ こで 争 わ れ て い る 問題 は 司 法判 断 に適 す る と い

う こと に何 の疑 い も さ しは さ ま な い」73}と述 べ て い る 。

polit量calquestionに っ いて 先 例 と され るの は,Bakerv.CarrとPowell、

v.McCorlnack74}で あ る。ゲ セル判事 の意 見の 中に もみ られ るよ うに,Bakerv.

Carrはpoliticalquestionに な るか ど うか の基 準 を 設 定 し,そ れ はPoweil

v,McCormackに おい て も承 認 され て い る75}。その 基 準 と は,「 憲 法 の規 定 上

明 らか に その 問 題 が 同 位 の 政 治部 門 に委 ね られ て い る こ と,問 題 を解 決 す るた

め の 裁 判 上 発 見 しか つ 使 用 し うる よ うな基 準 が 欠 けて い る こ と,明 らか に非 司

法 的 な 裁 量 の 性 質 を もっ 第1次 的 な 政策 決 定 が な けれ ば,判 決 す る こ とが不 可

能 で あ る こ と,政 府 の 同位 部 門 に対 す る敬 意 の 欠 如 を 表 明 す る こ と な しに;裁

判 所 が 独 立 の 決 定 を す る こ とが不 可能 で あ る こ と,す で に な され 左政 治 上 の決

定 を 無 条 件 に 固 守 す る こ とが格 別 に必 要 で あ る こ と,一 っ の問 題 にっ い て各 部

門 が 多 様 な 意 見 を 述 べ る こ とか ら混乱 が お こ る可 能 性 が あ る こ と」761であ る 。

この 基準 に 照 ら して も,行 政部 に対 す る議 会 の 情 報 要 求 はpolitica1『question

に は な らな い とす る見解 が 散見 され る7η。

の
72)498F.2dat734.

73)370F.Supp.at522.

74)395U.S.486(1969).

75)1d.at518-19.

76)369U.S.at217.橋 本 公 亘 「政 治 的 問題 」 別 冊 ジ ュ リス ト 『英 米 判 例 百 選1公

法』60頁 参 照 。

77)8eeθ.8りR.BERGER,鋤prαnote67,at326-41;Dorsen&Shattuck,s㏄prα
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V.む す び

アメリカにおいては,行 政部の行政特権の主張と議会の調査権が衝突した場

合には,司 法による解決を図ることが主張 され,ウ ォーターゲート事件の際に

訴訟になったことは上に検討した通りである。

以上の検討を踏まえて,最 後に,わ が国の場合を考えてみると,言 うまでも

な く,行 政部が情報を秘密にしようとする思考法には共通のものがある。そこ

でまず,わ が国では行政秘密をめぐって行政部と議会が衝突 した場合,現 行法

ではどうなるのかを概観してみよう。議院における証人の宣誓及び証言等に関

する法律(以 下 「議院証言法」 と略称)に のらない場合には,行 政側が守秘義

務(国 家公務員法100条)を 持ち出 して くれば,議 会側はそれ以上追求するこ

とはできない。議院証言法にのる場合でも,「出頭 した証人が公務員である場

合又は公務員であった場合(国 務大臣以外の国会議員を除 く。)そ の者が知 り

得た事実について,本 人又は当該公務所か ら職務上の秘密に関するものである

ことを申し立てたときは,当 該公務所又はその監督庁の承認がなければ,証 言

又は書類の提出を求めることができない」(同 法5条1項)こ とになり,「承認

を拒むときは,そ の理由を疎明 しなければならない」(同 条2項)。 もし議会側

が この理由を受諾することができない場合には,「更にその証言又 は書類の提

出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができ

る」(同 条3項)が,内 閣声明が出ればそれで終 りである。
/

このようなわが国の行政部優位の判断手続に対して,長 い間疑問を持つ見解

は見当らなかったが,近 時異論が唱えられるに至っている。奥平教授は 「議院

証言法には立法論的にいって,多 少再検討する余地がある」 とし,「内閣の声

明どおり,真 実r国 家の重大な利益に悪影響を及ぼす』ものであるかどうかを,

第三者機関が公平に審査(review)す る仕組みがなければならないのではなか

note7,at36-40;Randolph&Smith,sωprαnote5,at664-71.た だ し,

それ ぞ れ の 基 準 に つ いて 判 断 が 対 立 す る こ とが 予 想 され,た とえ ば,裁 判 上 発見 し

使 用 しう る基 準 に つ いて も,前 出 注11・COx論 文 の よ う に設 定 す る こ とが 困難 とす
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ろうか」と述べる78)。奥平教授が判断機関を裁判所とはしないで第三者機関と

しているのは,「なにぶんにも日本におけるr司 法権』のイメ7ジ は,独 特に

限定的である。そしてこのイメージは,強 力で根深いものがある。だから,こ

の法領域で裁判所になんらかの役割分担をになわせようとする発想は,実 現可

,能性を欠くのは,遺 憾なが ら自認せざるをえない」791という配慮か らくるよう

である。第三者機関にせよ裁判所にせよ,当 事者以外の第三者を介在 させる指

摘は重要である。議院証言法の改正が国会で問題になっていながら80},行政秘

密の取り扱い方が旭上に載 らないのは,ア メリカでの議論や判例とを引き比べ

てみるなら不思議である。なお,た とえば自由人権協会の 「情報公開法要綱」

では,私 人による情報開示請求を行政側から拒否された場合の救済方法として,

最終的に抗告訴訟が提案されているが81},こ れとのバランスを考えても,国 政

調査権においては行政部優位のままの判断手続であるというのは不自然である。

それでは,行 政秘密の問題をめ ぐり議会と行政部が対立 した場合に,司 法に

よって解決をするとしたら,わ が国ではどのような争い方があるのかにっいて

一言 してみよう。ここで想起されるのが行政事件訴訟法上 の機関訴訟であ る。

「r機関訴訟』とは,国 又は公共団体の機関相互間におけ る権限の存否又はそ

の行使に関する紛争についての訴訟」(行 政事件訴訟法6条)で あり,「法律に

定める場合において,法 律に定める者に限り,提 起す ることができる」(同法42

条)。 「機関訴訟は,当 事者間における具体的な権利義務についての争いではな

いか ら,裁 判所が当然に審理すべき・r法律上の争訟』……ではなく,法 律がと

くにそれを認めた場合にかぎって,裁 判所の審理権に属する」82)と理解 されて

いる。奥平教授は,わ が国の国家秘密をめぐる議院と内閣の意見対立の訴訟を

機関訴訟の範疇として理解されるようである831。立法者意思としては,議 院 と

る見解もある。
78)奥 平康弘 『知る権利』1979年357-58頁。

79)同 上360頁。

80)福 田衆議院議長(当 時)預 かりとなった,衆 議院法務委員会案について,浅 野一郎

r議会の調査権』1983年192-201頁 参照。

81)清 水(編)・ 前出注12・267頁参照。
82)南 博方(編)r注 釈行政事件訴訟法』1972年74頁(広 岡隆担当)。
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内閣の意見対立の訴訟を機関訴訟の中に含ませようとは考えていなか ったであ

ろうし,あ くまで行政主体である国または公共団体の機関相互間の争いにとど

まるべき ξあるという見解 もあるか もしれない。 しか し,機 関訴訟として構成

できるか否かに関りな く,い ずれにせよ裁判所は 「法律上の争訟」以外に,「そ

の他法律において特に定める権限を有する」(裁判所法3条1項)わ けであるか

ら,法 律を制定するな らば,こ の種の訴訟を裁判所の権限とすることが可能で

ある。

以上,わ が国においても,議 院と内閣の情報をめぐる意見対立は,裁 判所に

それを管轄す る権限を与える法律を制定すれば,訴 訟において解決することが

可能であるということができよう。 しか し,こ れを制度化することに対 しては,

アメリカにおいて も議論炉あったよ うに,こ の種の問題は政治的に解決するの

が妥当であるという意見があるであろう。 さらには,む しろ議院に情報を非公

開にするか否かの判断権をもたせたほうがよい とす る議論があるか もしれな

い84}o

わが国においては,議 院に対す る行政秘密の扱い方の問題は姐上に載ってい
し

ないのが現状であるが,国 政調査権が国民の知る権利に奉仕するためには,現

状の行政秘密の判断手続の再検討が必要であろう。

83)奥 平 ・前出注78・371頁 注15参 照。

84)た とえば,清 水睦 「国政調査権 と情報公 開法」 法律時報52巻4号26頁 以下参照。


